
 

資料－７ 

 

反社会的勢力排除に関する誓約事項 

 

当社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありませ

ん。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異

議は一切申し立てません。 

   また、独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）において必要と判断した場合に、

振興会が指定する様式により当方の役員等の個人情報を振興会に提出し、振興会が当該の様式を警察に

提供することについて同意します。 

 

記 

 

 １ 契約の相手方として不適当な者 

（１）役員等（個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所（常時契

約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関

与している者をいう。以下同じ。）が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程（独立

行政法人日本芸術文化振興会規程第 417号）第２条第１項のいずれかに該当する者（以下「反社会的勢

力」という。）であるとき。 

①暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力

的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。） 

②暴力団員（暴力団の構成員をいう。以下同じ。） 

③暴力団準構成員（暴力団又は暴力団員の一定の統制のもとにあって、暴力団の威力を背景に暴力

的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行

うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下同じ。） 

④暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団

員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積

極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団

の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ。） 

⑤総会屋 

⑥社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求

めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ。） 

⑦特殊知能暴力集団（前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力

を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人

をいう。） 

⑧その他前各号に準ずる者 

（２）反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。 

（３）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、反社会的勢力を利用するなどしたとき。 

（４）役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に

反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（５）役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

 ２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

以上 

 


